
優生保護法下ての強制不 妊手術被害者による

201 8 年 3 月 28 日 ､
旧優生保護法下 で不妊手術を強制された宮城県の女性が､ 国に補償を求める全国初の

裁判がは じまります ｡

1 9 48 年に制定され 1 996 年に 母体保護法に改定されるまで 間 ､
こ の法律に よる強制不妊手術の 被害者は約

1 万 6 500 人と言われて い ます ｡

長年､ 優生保護法の 人権侵害を問題に して ､ 被害者と 一 緒に国に謝罪と補償を求めてきた私たちにと っ て ､

こ の裁判は非常に重要な局面で あると考え て い ます ｡ ぜ ひ裁判の傍聴席を満席に したい と思 いますの で ､ ぜ

ひ 来てくださ い ｡

また､
こ の裁判の 内容や争点の説 明をするため に ､

公判の あと報告会 を行 い ます ｡ 優生手術被害者の支援

活動に賛同する方々 にぜひ ご参加 いただきた い です ｡ 支援者がたくさん い る ことを世の 中の人 に知 っ てもら

うこ とで ､ 問題の 重大さを伝える ことにも つ ながります ｡

平日の 日 中とい うお忙 しい 時間ですが､ ご理解と ご協力をお願 い します ｡

詳 しくは CI L たすけ っ と事務局まで お問 い合わせ くださ い ｡

1 ･ 第 一 回公判

日 時 : 20 1 8 年 3 月 2 8 日 ( 水) 1 0 : 3 0 ～ ( 集合1 0 : 0 0)

場 所 : 仙台地方裁判所 大法廷
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内 容 : 訴訟内容 ､ 裁判の争点を説明､ 今後の ス ケジ ュ
ー

ル 等

連 絡 先 : CI L たす け っ と

〔電話〕 022 - 248 - 605 4 〔FA X〕 02 2 - 7 38 - 95 01
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呼びか け人 : C I L たすけ っ と

優生手術に 対する謝罪を求める会

旧優生保護法弁護団

◆旧 ｢ 優生保護法｣ と は
｢ 不良な子孫の 出生を防止す る｣ こ とと ､

｢ 母性の 生命健康を保護す る｣ こ とを目的と して 1 9 4 8

年に 制定された法律 ｡ 遺伝性疾患や知的障害 ､ ハ ン セ ン病の 患者な ど へ の 不妊手術の ほ か ､ 刑法堕胎

罪の 例外規定と して の 人 工 妊娠中絶を認め て い た ｡ 障害者や女性の権利を侵害する差別的な法律で あ

ると批判を受 けて 9 6 年に ｢ 母体保護法J に改定された ｡
こ の 法律に よる不妊手術は ､ 記 矧 こ残 っ て い るもの だ けで約 2 万 5 0 0 0 件で ､ その うち本人の 同

意を得て い ないもの が約 1 万 6 5 0 0 件に の ぼる ｡




